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(57)【要約】
【課題】抵抗率が低く、可視光での光線透過率が高い新規の酸化インジウム系材料を用い
た透明導電膜の提供。
【解決手段】ホウ素、マグネシウム、およびアルミニウムよりなる群から選ばれる少なく
とも１種の元素を含む酸化インジウムからなる酸化物材料である透明導電膜。
【選択図】なし



(2) JP 2019-3900 A 2019.1.10

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ホウ素、マグネシウム、およびアルミニウムよりなる群から選ばれる少なくとも１種の
元素を含む酸化インジウムからなる酸化物材料である透明導電膜。
【請求項２】
　前記元素の含有量が、前記酸化物材料の全体に対し、０．１原子％以上２５原子％以下
である請求項１に記載の透明導電膜。
【請求項３】
　前記酸化物材料が、アモルファス質である請求項１又は請求項２に記載の透明導電膜。
【請求項４】
　前記元素がホウ素である請求項１～３のいずれか１項に記載の透明導電膜。
【請求項５】
　透明基板と、
　前記透明基板上に、請求項１～４のいずれか１項に記載の透明導電膜と、
　を有する透明導電膜付き透明基板。
【請求項６】
　前記透明導電膜がパターン状に形成された透明導電膜である請求項５に記載の透明導電
膜付き透明基板。
【請求項７】
　透明基板上に、ホウ素を含む酸化インジウムをターゲットとし、請求項１～４のいずれ
か１項に記載の透明導電膜を形成する透明導電膜形成工程を有する透明導電膜付き透明基
板の製造方法。
【請求項８】
　さらに、前記透明導電膜にパターンを形成するパターン形成工程を有する請求項７に記
載の透明導電膜付き透明基板の製造方法。
【請求項９】
　請求項５又は請求項６に記載の透明導電膜付き透明基板を備えるタッチパネル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、透明導電膜、透明導電膜つき透明基板、透明導電膜つき透明基板の製造方法
、タッチパネルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、透明導電膜には、高い導電性（低抵抗率）と可視光領域での高い光線透過率とを
有する材料が用いられている。高い導電性と可視光領域での高い光線透過率とを有する材
料としては、酸化物系材料が用いられている。酸化物材料は、例えば、酸化インジウムを
主成分として含有する酸化インジウム系材料が知られている。酸化インジウム系材料の透
明導電膜は、例えば、代表的には、タッチパネルセンサーとして応用されている。
【０００３】
　透明導電膜を、例えば、タッチパネルセンサーの分野に適用するためには、抵抗率の低
減と光線透過率の向上との相反する２つの要素を同時に向上させることが要求される。こ
の要求を満足させるための材料としては、例えば、スズをドープしたインジウム（ＩＴＯ
：Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ）がよく知られている。
【０００４】
　ＩＴＯは、スズ（Ｓｎ）が４価のイオン状態を取ることを活用して、３価のイオン状態
となるインジウム（Ｉｎ）のサイトの一部にＳｎを置換することで、余剰電荷を生成して
低抵抗化するものである。また、酸化インジウムのバンドギャップは３．５５ｅＶ程度で
あり、酸化スズのバンドギャップは、３．５７ｅＶである。したがって、ＩＴＯは、酸化
インジウムに酸化スズを添加することで、酸化インジウム単体よりも高い光線透過率を実
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現できるものである。
【０００５】
　このような考え方で、例えば、酸化インジウムに酸化シリコンをドープした透明導電膜
が開示されている（特許文献１および２を参照）。
【０００６】
　例えば、特許文献１には、酸化インジウムを主成分とし、シリコンが含有された透明導
電性薄膜が開示されている。そして、透明導電性薄膜の構造が実質的に非晶質であり、か
つシリコンの含有量がインジウムとシリコンとの合計量に対して０．５原子％～１３原子
％であることが開示されている。
　特許文献２には、インジウムとシリコンとを含む酸化物焼結体において、シリコン元素
が酸化インジウム内に固溶している酸化物焼結体が開示されている。
【０００７】
　また、上記の他、透明導電膜に用いられる酸化物系材料としては、例えば、下記に挙げ
る材料が知られている（特許文献３～５を参照）。
【０００８】
　特許文献３には、基板上に、スパッタリング法によって成膜される透明導電膜が開示さ
れている。そして、この透明導電膜は、酸化インジウムからなる第１の成分と、酸化スズ
からなる第２の成分と、ランタン、ネオジウム、ジスプロシウム、ユーロピウム、ガドリ
ニウム、テルビウム、ジルコニウム、アルミニウム、シリコン、チタニウム及びホウ素の
中から選ばれる少なくとも１種の元素又はその酸化物からなる第３の成分とを含むことが
開示されている。
　特許文献４には、表面に凹凸が形成された酸化亜鉛系透明導電膜が開示されている。そ
して、この凹凸は、稜線部が突出部の突出方向に弧を描くか、または、突出部の先端が頂
点を有する場合は該頂点を中心に２つの稜線部のなす角が９０゜以上の鈍角である突出部
を含むことか開示されている。さらに、この酸化亜鉛系導電膜は、アルミニウム、ガリウ
ム、ホウ素またはシリコンからなる群より選択される少なくとも１つをドーパントとして
有することが開示されている。
【０００９】
　特許文献５には、チタンを含有する酸化インジウムからなり、１５０℃以上３５０℃以
下に加熱された基板上に成膜された酸化物透明電極膜が開示されている。また、この酸化
物透明電極膜は、酸化インジウムのインジウムが、チタンに、チタン／インジウムの原子
数比で０．００３～０．１２０の割合で置換されていることが開示されている。さらに、
この酸化インジウムは結晶質であること、この酸化物透明電極膜の比抵抗が５．７×１０
－４Ωｃｍ以下であり、ホール測定効果によるキャリア電子濃度が５．５×１０２０ｃｍ
－３以下であり、ホール効果測定によるキャリア電子の移動度が４０ｃｍ２／Ｖｓｅｃ以
上であり、かつ、波長１０００ｎｍ～１４００ｎｍにおける平均光透過率が６０％以上で
あることが開示されている。
【００１０】
　一方で、近年、インジウムを主体として、インジウムとシリコンとを含むインジウム材
料において、Ｓｉの置換はインジウム原子と酸素原子間の結合距離を縮め、インジウム５
ｓ軌道の重なりを大きくしてキャリア伝導をしやすくする役割をしていると解釈されるこ
とが報告されている（非特許文献１を参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開２００４－０８７４５１号公報
【特許文献２】特開２００４－１２３４７９号公報
【特許文献３】特開２０１５－１５８０１４号公報
【特許文献４】特表２０１２－５０４３０６号公報
【特許文献５】特許５２３４０２３号公報



(4) JP 2019-3900 A 2019.1.10

10

20

30

40

50

【非特許文献】
【００１２】
【非特許文献１】Ｐｈａｓｅ　ｔｒａｎｓｉｔｉｏｎｓ　ｆｒｏｍ　ｓｅｍｉｃｏｎｄｕ
ｃｔｉｖｅ　ａｍｏｒｐｈｏｕｓ　ｔｏ　ｃｏｎｄｕｃｔｉｖｅ　ｐｏｌｙｃｒｙｓｔａ
ｌｌｉｎｅ　ｉｎ　ｉｎｄｉｕｍ　ｓｉｌｉｃｏｎ　ｏｘｉｄｅ　ｔｈｉｎ　ｆｉｌｍｓ
、Ｎｏｂｕｈｉｋｏ　Ｍｉｔｏｍａ，　Ｂｏ　Ｄａ，　Ｈｉｄｅｋｉ　Ｙｏｓｈｉｋａｗ
ａ，　Ｔｏｓｈｉｈｉｄｅ　Ｎａｂａｔａｍｅ，　Ｍａｋｏｔｏ　Ｔａｋａｈａｓｈｉ，
　Ｋａｚｕｈｉｒｏ　Ｉｔｏ，　Ｔａｋｉｏ　Ｋｉｚｕ，　Ａｋｉｈｉｋｏ　Ｆｕｊｉｗ
ａｒａ，　ａｎｄ　Ｋａｚｕｈｉｔｏ　Ｔｓｕｋａｇｏｓｈｉ、Ａｐｐｌ．　Ｐｈｙｓ．
　Ｌｅｔｔ．　１０９，　２２１９０３　（２０１６）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本開示の目的は、抵抗率が低く、可視光での光線透過率が高い新規の酸化インジウム系
材料を用いた透明導電膜、透明導電膜つき透明基板、透明導電膜つき透明基板の製造方法
、タッチパネルを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記課題を解決するための手段には、以下の態様が含まれる。
＜１＞　ホウ素、マグネシウム、およびアルミニウムよりなる群から選ばれる少なくとも
１種の元素を含む酸化インジウムからなる酸化物材料である透明導電膜。
＜２＞　前記元素の含有量が、前記酸化物材料の全体に対し、０．１原子％以上２５原子
％以下である＜１＞に記載の透明導電膜。
＜３＞　前記酸化物材料が、アモルファス質である＜１＞又は＜２＞に記載の透明導電膜
。
＜４＞　前記元素がホウ素である＜１＞～＜３＞のいずれか１つに記載の透明導電膜。
＜５＞　透明基板と、前記透明基板上に、＜１＞～＜４＞のいずれか１つに記載の透明導
電膜と、を有する透明導電膜付き透明基板。
＜６＞　前記透明導電膜がパターン状に形成された透明導電膜である＜５＞に記載の透明
導電膜付き透明基板。
＜７＞　透明基板上に、ホウ素を含む酸化インジウムをターゲットとし、＜１＞～＜４＞
のいずれか１つに記載の透明導電膜を形成する透明導電膜形成工程を有する透明導電膜付
き透明基板の製造方法。
＜８＞　さらに、前記透明導電膜にパターンを形成するパターン形成工程を有する＜７＞
に記載の透明導電膜付き透明基板の製造方法。
＜９＞　＜５＞又は＜６＞に記載の透明導電膜付き透明基板を備えるタッチパネル。
【発明の効果】
【００１５】
　本開示の透明導電膜によれば、抵抗率が低く、可視光での光線透過率が高い新規の酸化
インジウム系材料を用いた透明導電膜、透明導電膜つき透明基板、透明導電膜つき透明基
板の製造方法、タッチパネルが提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本開示のタッチパネルの一例を示す概略断面図である。
【図２】透明導電膜の可視光領域における光線透過率を表すグラフである。
【図３】透明導電膜のＸ線回折スペクトルを表すグラフである。
【図４】本開示のパターン化透明導電膜付き透明基板におけるパターン化透明導電膜断面
の測定結果を表すグラフである。
【図５】従来のパターン化透明導電膜付き透明基板におけるパターン化透明導電膜断面の
測定結果を表すグラフである。
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【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下に、本開示の透明導電膜の好適な実施形態の一例について説明する。
【００１８】
＜透明導電膜＞
　本開示の透明導電膜は、ホウ素、マグネシウム、およびアルミニウムよりなる群から選
ばれる少なくとも１種の元素を含む酸化インジウムからなる酸化物材料で形成される。
　この酸化物材料は、母材である酸化インジウムに、ホウ素、マグネシウム、およびアル
ミニウムよりなる群から選ばれる少なくとも１種の元素の酸化物をドープした酸化インジ
ウム系材料からなる複合酸化物材料として形成されたものである。つまり、本開示の透明
導電膜は、母材である酸化インジウムに、ホウ素酸化物、マグネシウム酸化物、アルミニ
ウム酸化物のうちの１種の酸化物をドープして形成されたものでもよく、これら２種以上
の酸化物を併用してドープして形成されたものでもよい。
【００１９】
　前述のように、従来、酸化導電膜に用いる酸化物材料として、種々の材料が検討されて
いる。例えば、ホウ素をドープしてもよい酸化物材料としては、下記に挙げる材料が知ら
れている。
【００２０】
　例えば、特許文献３には、ＩＴＯにドープする第３の元素として、特定の元素または特
定の元素の酸化物をドープした透明導電膜が開示されている。しかしながら、酸化インジ
ウム系材料を用いた透明導電膜においては、前述のように、伝導パスの形成を担うのはイ
ンジウム５ｓ軌道である。そのため、第３の元素として、ホウ素を選択した場合、スズと
ホウ素との共存による複数種のイオンドープは、イオン散乱による導電率低下の原因とな
ると考えられる。また、ホウ素単体でのドープは、成膜後の薄膜の組成を酸素欠損過剰な
状態となることが知られている。そのため、第３の元素として、ホウ素単体でドープした
場合、成膜後の基板上において目的の組成を持つ薄膜が得られないことがある。
【００２１】
　また、特許文献４には、酸化亜鉛を母材として、アルミニウム、ガリウム、ホウ素、及
びシリコンのうちの少なくとも１つの元素がドープされた酸化亜鉛系材料を用いた透明導
電膜が開示されている。しかしながら、母材である酸化亜鉛について言及すれば、大気雰
囲気における熱処理にて電気伝導率が著しく低下し、透明導電膜としての要求性能を満た
すことができない場合がある。
【００２２】
　一方、透明導電膜としての各種性能向上のためには、例えば、熱処理または加熱成膜に
よって、透明導電膜を結晶化させることが望ましいとの報告がある（特許文献５を参照）
。しかしながら、成膜時点ですでに結晶化された膜は、例えば、エッチング加工によるパ
ターンニング加工を施す場合、従来のシュウ酸系の弱酸エッチャントによるエッチング加
工が困難になることがある。このため、透明導電膜としては、弱酸エッチャントでエッチ
ング加工可能なアモルファス状態で成膜でき、成膜直後の状態で結晶化されていないこと
が望ましい。透明導電膜が、従来のエッチング加工を適用できれば、透明導電膜の用途と
して、例えば、タッチパネルセンサーへの適用のほか、ディスプレイ用薄膜トランジスタ
など、従来のエッチングを行う用途への適用が容易になると考えられる。
【００２３】
　このように、酸化インジウムに添加するだけで、高導電率（低抵抗率）および可視光で
の高光線透過率が得られる優れた酸化インジウム系材料の開発が希求されていた。
　これに対し、本開示の透明導電膜によれば、低い抵抗率と可視光での高い光線透過率を
示す透明導電膜が得られる。
【００２４】
　酸化インジウムへのドーパントとしては、固体酸化物の状態として大気中で安定に存在
でき、かつ、インジウム５ｓ軌道の重なりを大きくしてキャリア伝導パスを最大化するこ
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とが可能となる酸素原子間結合距離が短い元素が含まれていることが望ましい。
　そこで、酸化インジウムへのドーパントを検討した。
【００２５】
　このようなドーパントとしては、抵抗率が低く、可視光での光線透過率が高い酸化イン
ジウム系材料とするために、下記に示す各々の条件を満たす元素の酸化物から選択される
。
　１）大気中で安定に存在できる酸化物固体であること。
　２）ドーパント元素と酸素との結合距離がインジウムと酸素の結合距離（１．９０２Å
）よりも短いこと。
　３）酸化スズのバンドギャップ（３．５７ｅＶ）よりも大きい材料であること。
　４）ドーパント材料は６配位を有し、インジウムと酸素の酸素結合解離エネルギー（３
４６　ｋＪ／ｍｏｌ）よりも高い材料であること。
【００２６】
　表１に、上記の１）から４）の各条件を満足する元素のうち、好適な元素の酸化物を示
す。なお、ＳｉおよびＴｉの酸化物は、酸化インジウムへのドーパントとして、従来から
適用されている酸化物である。
【００２７】
　表１に示す元素の中でも、特にホウ素が好ましい。つまり、酸化インジウムへのドーパ
ントとしては、表１に示す酸化物のうち、最も結合距離の短いホウ素の酸化物がより好適
である。ドーパントがホウ素の酸化物であると、インジウム５ｓ軌道の重なりをより大き
くすることができるため、抵抗率および可視光での光線透過率の両方の特性を向上するこ
とができると考えられる。
【００２８】
【表１】

【００２９】
　ここで、酸化インジウムへのドーパントとして特に好適な、ホウ素の酸化物である場合
について、セルパラメーターを検討した。酸化インジウム、およびホウ素を含む酸化イン
ジウム（以下、「ホウ素ドープ酸化インジウム」と称する場合がある。）の各々の酸化物
材料において、ユニットセルのセルパラメーターを調査した結果を示す。
　なお、ホウ素ドープ酸化インジウムとしては、格子歪みに着目するため、Ｉｎ（ＢＯ３

）のユニットセルについて調査した。
　調査の結果、酸化インジウムのユニットセルにおいて、セルパラメーターがａ辺および
ｂ辺ともに０．５４８７ｎｍであった。一方、ホウ素ドープ酸化インジウムでは、セルパ
ラメーターがａ辺およびｂ辺ともに０．４８２１７ｎｍであった。この結果から、ホウ素
ドープ酸化インジウムでは、インジウム５ｓ軌道の重なりを大きくすることができること
が明らかとなった。
　よって、本開示の透明導電膜によれば、低抵抗率および可視光での高光線透過率を示す
透明導電膜が得られると考えられる。
【００３０】
　なお、酸化インジウムおよびホウ素ドープ酸化インジウムのセルパラメーターについて
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は、結晶構造データベースにより調査を行った。具体的には、Ｉｎ（ＢＯ３）においては
、構造型：Ｃａ（ＣＯ３）、ピアソン記号：ｈＲ３０、空間群：Ｒ－３ｃ　にて固有識別
される菱面体晶Ｉｎ（ＢＯ３）の結晶構造データを用いた。また、Ｉｎ２Ｏ３においては
、構造型：Ａｌ２Ｏ３、ピアソン記号：ｈＲ３０、空間群：Ｒ－３ｃ　にて固有識別され
る菱面体晶Ｉｎ２Ｏ３の結晶構造データを用いた。
【００３１】
　本開示の透明導電膜は、ホウ素、マグネシウム、およびアルミニウムからなる群から選
ばれる少なくとも１種の元素の含有量が、酸化物材料の全体に対し、０．１原子％以上２
５原子％以下であることがよい。例えば、酸化物材料が、マグネシウムを含む酸化インジ
ウム（マグネシウムドープ酸化インジウム）の酸化物材料である場合、マグネシウムの含
有量は、マグネシウムドープ酸化インジウムの全体に対し、０．１原子％以上２２．２原
子％以下であることが好ましい。また、例えば、酸化物材料が、アルミニウムを含む酸化
インジウム、またはホウ素を含む酸化インジウムの酸化物材料である場合、アルミニウム
を含む酸化インジウム、またはホウ素を含む酸化インジウムの酸化物材料の全体に対し、
０．１原子％以上２０原子％以下であることが好ましい。
【００３２】
　特に、酸化物材料が、例えば、ホウ素を含む酸化インジウム（ホウ素ドープ酸化インジ
ウム）の酸化物材料である場合、ホウ素の含有量は、ホウ素ドープ酸化インジウムの全体
に対し、０．５原子％以上１５原子％以下がより好ましく、１原子％以上１０原子％以下
がさらに好ましい。
【００３３】
　ここで、元素の含有量とは、スパッタターゲット焼結体内での含有量のことである。
　また、元素の含有量は、スパッタターゲット中の各材料の質量比から換算したものであ
る。元素の含有量は、以下のようにして換算する。
【００３４】
　原子％への換算については、焼結体形成時の各粉末の質量％比と分子量を用いて計算で
きる。一例として、ホウ素ドープ酸化インジウムを例に挙げて説明する。
　焼結体形成時の各粉末の質量％比として、Ｉｎ２Ｏ３が９５質量％、Ｂ２Ｏ３が５質量
％の場合におけるＩｎＢＯｘ焼結体のＩｎ、Ｂ、Ｏの各原子％は以下のように見積もられ
る。
【００３５】
　Ｉｎ２Ｏ３におけるＩｎのｍｏｌ数＝Ｉｎ２Ｏ３の質量％÷Ｉｎ２Ｏ３の分子量×Ｉｎ

２Ｏ３におけるＩｎの原子数＝９５÷２７７．６×２＝０．６８４
　Ｉｎ２Ｏ３におけるＯのｍｏｌ数＝Ｉｎ２Ｏ３の質量％÷Ｉｎ２Ｏ３の分子量×Ｉｎ２

Ｏ３におけるＯの原子数＝９５÷２７７．６×３＝１．０２７
　Ｂ２Ｏ３におけるＢのｍｏｌ数＝Ｂ２Ｏ３の質量％÷Ｂ２Ｏ３の分子量×Ｂ２Ｏ３にお
けるＢの原子数＝５÷６９．６×２＝０．１４４
　Ｂ２Ｏ３におけるＯのｍｏｌ数＝Ｂ２Ｏ３の質量％÷Ｂ２Ｏ３の分子量×Ｂ２Ｏ３にお
けるＯの原子数＝５÷６９．６×３＝０．２１５
　ＩｎＢＯｘ焼結体のＩｎの原子％＝Ｉｎのｍｏｌ数÷（Ｉｎのｍｏｌ数＋Ｂのｍｏｌ数
＋Ｏのｍｏｌ数）×１００＝０．６８４÷（０．６８４＋０．１４４＋１．２４２）×１
００＝３３．１
　ＩｎＢＯｘ焼結体のＢの原子％＝Ｂのｍｏｌ数÷（Ｉｎのｍｏｌ数＋Ｂのｍｏｌ数＋Ｏ
のｍｏｌ数）×１００＝０．１４４÷（０．６８４＋０．１４４＋１．２４２）×１００
＝６．９
　ＩｎＢＯｘ焼結体のＯの原子％＝Ｏのｍｏｌ数÷（Ｉｎのｍｏｌ数＋Ｂのｍｏｌ数＋Ｏ
のｍｏｌ数）×１００＝１．２４２÷（０．６８４＋０．１４４＋１．２４２）×１００
＝６０．０
【００３６】
　また、前述のように本開示の透明導電膜は、酸化インジウムへのドーパントとして、ホ
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ウ素、マグネシウム、およびアルミニウムからなる群から選ばれる少なくとも１種の元素
の酸化物を添加して得られた酸化物材料である。このような酸化物材料とすることで、透
明導電膜形成時における酸化インジウムの局所的な結晶化を抑制することができる。その
ため、ホウ素、マグネシウム、およびアルミニウムよりなる群から選ばれる少なくとも１
種の元素を含む酸化インジウムはアモルファス質になりやすい。また、その結果として、
本開示の透明導電膜は、膜表面の平坦性に優れる均質に近い透明導電膜が形成されやすく
なる。
　なお、本開示の透明導電膜は、熱処理により結晶化することも可能である。結晶化する
ための熱処理条件は、例えば、目的とする結晶化の度合いに応じて決定すればよい。
【００３７】
　透明導電膜がアモルファス質であることを確認する方法としては、例えば、対象となる
透明導電膜をＸ線回折装置（ＸＲＤ装置）で分析し、結晶構造を示す特有の回折ピークが
検出されていないことが確認されるとき、透明導電膜がアモルファス質であると判断する
。このとき、下地基板に結晶性を持つ材料が使われている場合、基板の結晶構造を検出す
ることがあるため、下地基板としてはガラスなどのアモルファス質である基板が適してい
る。
【００３８】
　透明導電膜の厚みは特に制限されるものではないが、低抵抗率および可視光での高光線
透過率が得られる点から、例えば１０ｎｍ以上２００ｎｍ以下の範囲としてもよく、１０
ｎｍ以上１００ｎｍ以下の範囲としてもよい。
【００３９】
　なお、本開示の透明導電膜の材料となる酸化物材料は、例えば、酸化インジウムに、ホ
ウ素、マグネシウム、およびアルミニウムからなる群から選ばれる少なくとも１種の元素
の酸化物を混合し、焼結することで得られる。
【００４０】
　例えば、上記の酸化物材料の製造方法の一例として、ホウ素ドープ酸化インジウムを例
に挙げて説明する。
　本開示の透明導電膜の原料となるホウ素ドープ酸化インジウムの製造方法の一例として
は、酸化インジウムとホウ素酸化物とを混合して混合物を得る混合工程と、得られた混合
物を成形して成形体を得る成形工程と、得られた成形体を、焼結してホウ素ドープ酸化イ
ンジウムの酸化物焼結体を得る焼成工程とを有する方法が挙げられる。
【００４１】
　混合工程では、母材となる酸化インジウムに、ドーパントとなるホウ素酸化物を混合す
る工程である。ホウ素酸化物の混合割合は、ホウ素ドープ酸化インジウムに対するホウ素
の原子％として、例えば、０．１原子％以上２０原子％以下となる量を秤量して混合する
ことがよい。
【００４２】
　混合工程で用いる、酸化インジウムとホウ素酸化物は、粉末状であることがよい。なお
、これらの平均粒径は特に限定されるものではなく、公知の平均粒径を有するものを用い
ればよい。酸化インジウムとホウ素酸化物との混合方法は特に限定されない。湿式混合お
よび乾式混合のいずれでもよく、公知の混合方法を採用すればよい。
【００４３】
＜透明導電膜付き透明基板とその製造方法＞
　本開示の透明導電膜付き透明基板は、透明基板と、透明基板上に、前述の本開示の透明
導電膜とを有する。また、透明導電膜は、パターン状に形成された透明導電膜（以下、「
パターン化透明導電膜」と称する場合がある）であってもよい。
【００４４】
　また、本開示の透明導電膜付き透明基板の製造方法の一例としては、透明基板上に、ホ
ウ素、マグネシウム、およびアルミニウムからなる群から選ばれる少なくとも１種の元素
を含む酸化インジウムの酸化物材料をターゲットとし、前述の本開示の透明導電膜を形成
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する透明導電膜形成工程を有する。また、透明導電膜がパターン状に形成された透明導電
膜である場合、前記の透明導電膜形成工程と、透明導電膜にパターンを形成するパターン
形成工程とを有する。
　以下、透明導電膜付き透明基板について、製造方法と共に説明する。
【００４５】
　まず、透明基板を準備する。透明基板は、特に限定されず、例えば、ガラス基板および
プラスチック基板が挙げられる。例えば、具体的には、ガラス基板としては、石英ガラス
、ソーダガラス、ホウ珪酸ガラスなどが挙げられる。プラスチック基板としては、ポリエ
チレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリブチレンテレフテレート（ＰＢＴ）、ポリエチレ
ンナフタレート（ＰＥＮ）などのポリエステル樹脂；ノルボルネンなどのシクロオレフィ
ン系樹脂；ポリカーボネート樹脂；ポリイミド樹脂などが挙げられる。
　これらのガラス基板およびプラスチック基板の他、サファイヤ基板、セラミック基板も
挙げることができる。
【００４６】
　なお、本明細書中において、透明基板とは、可視光の光線透過率が１０％以上の基板を
表す。また、可視光とは、３８０ｎｍ以上７８０ｎｍ以下の波長領域の光線を表す。
【００４７】
　次に、透明基板上に、本開示の透明導電膜を形成する。透明基板上に、前述の酸化物材
料である本開示の透明導電膜を形成する。透明基板上に透明導電膜を形成する方法は特に
限定されるものではなく、スパッタリング法、イオンプレーティング法等の公知の方法で
形成すればよい。公知の方法の中でも、操作が簡便等の点で、スパッタリング法が好適で
ある。
【００４８】
　以下、本開示の透明導電膜付き透明基板の製造方法の一例として、透明導電膜がホウ素
ドープ酸化インジウムの酸化物材料である場合を例に挙げて説明する。
【００４９】
　まず、表面を洗浄した透明基板を準備する。
　次に、ホウ素を含む酸化インジウムからなる酸化物焼結体をターゲットとして準備し、
洗浄した透明基板と、ホウ素を含む酸化インジウムのターゲットとをスパッタリング装置
のチャンバー内に導入する。
　その後、スパッタリング装置のチャンバー内から真空が排気される。目的とする真空度
（例えば、１０－５Ｐａ以上１０－３Ｐａ以下）に達したら、ガスを導入する。導入する
ガスとしては、アルゴンなどの希ガスが用いられる。また、希ガスと共に酸素も導入する
。チャンバー内に導入する希ガス（例えばアルゴン）と酸素とは、それぞれのガスを導入
して混合ガスとしてもよく、希ガスと酸素とを予め混合した混合ガスを導入してもよい。
　例えば、希ガスとしてアルゴン（Ａｒ）を導入し、さらに酸素（Ｏ２）を導入して、本
開示の透明導電膜を成膜する場合には、チャンバー内の酸素の割合（体積％）は、アルゴ
ンおよび酸素の合計に対して、例えば、０．１体積％以上２０体積％以下とすることが望
ましい。
　なお、酸素（Ｏ２）の割合（体積％）は、下記式で求められる。
（式）　酸素（Ｏ２）の割合（体積％）＝｛Ｏ２／（Ａｒ＋Ｏ２）｝×１００
　チャンバー内の酸素の割合は、酸素の流量およびアルゴンの流量の流量比によって調整
できる。また、予め混合する酸素とアルゴンとの濃度比によって調整することもできる。
【００５０】
　なお、膜質の改善や導電率の向上のために、アルゴンと酸素との混合ガスに加えて、水
素ガスまたは窒素ガスを、アルゴンおよび酸素の混合ガスとともに加えてもよい。
　アルゴンと酸素の混合ガス（必要に応じて、水素ガスまたは窒素ガス）が導入され、チ
ャンバー内の圧力が安定したら、プラズマを発生させるために、電力（例えば、５０Ｗ以
上４００Ｗ以下）を印加する。ターゲット表面が清浄になるまでプリスパッタを行っても
よい。プリスパッタリング終了後、シャッターがオープンされ、スパッタリングが開始さ
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れる。目的とする膜厚となったらシャッターを閉じ、成膜が完了する。成膜するときの温
度は、室温（例えば、２５℃）でもよく、必要に応じて、基板を加熱（例えば、室温から
３００℃以下までの範囲）してもよい。
【００５１】
　上記工程により、透明基板上に、ホウ素を含む酸化インジウムの透明導電膜が形成され
た透明導電膜付き透明基板が得られる。
【００５２】
　上記工程で得られた透明導電膜付き透明基板は、必要に応じて、熱処理を行ってもよい
。熱処理によって、水分が除去されることで、透明導電膜としての安定性が高くなる傾向
がある。透明導電膜にパターンを形成する場合には、従来の弱酸を用いたパターン形成方
法が容易に採用できる点で、熱処理を行った場合であっても、アモルファス質の状態とす
ることが好ましい。
　なお、熱処理を行うときの熱処理の条件は、目的とする特性（例えば、結晶化の程度な
ど）に応じて行えばよい。例えば、透明導電膜を結晶化させる場合は、熱処理の温度条件
は高温であるほうが好ましい。また、熱処理は、例えば、大気中で、公知の熱処理炉を用
いて施せばよい。
【００５３】
　次に、パターン状に形成された透明導電膜を有する透明導電膜付き透明基板について、
その製造方法と共に説明する。パターン化透明導電膜を有する透明導電膜付き透明基板は
、例えば、一般的に知られるフォトリソグラフィープロセスによって得ることが可能であ
る。フォトリソグラフィープロセスとは、フォトレジスト塗布および乾燥、露光、現像、
エッチング、レジスト剥離を行うプロセスである。
【００５４】
　以下、本開示の透明導電膜付き透明基板の製造方法の一例として、透明導電膜がホウ素
ドープ酸化インジウムの酸化物材料である場合を例に挙げて説明する。
【００５５】
　透明基板は、前述の透明基板と同様の基板が挙げられる。また、透明導電膜形成工程ま
では、前述の透明導電膜付き透明基板とその製造方法で説明した方法と同様の工程である
。
【００５６】
　前述の透明導電膜付き透明基板の製造方法の工程で得られた、透明基板上の透明導電膜
はアモルファス質の特性が得られやすい。アモルファス質の透明導電膜は、例えば、従来
のシュウ酸を含む水溶液等の弱酸によって容易にエッチングできる。
【００５７】
　以下、エッチングによるパターン加工を施してパターン状に形成した透明導電膜（パタ
ーン化透明導電膜）について説明する。エッチングは、溶液内で行うウェットエッチング
と、真空チャンバー内にガスを導入して行われるドライエッチングとに大別される。
　パターン状の透明導電膜を形成するエッチング方法としては、ウェットエッチングおよ
びドライエッチングが挙げられる。いずれのエッチング方法を採用しても、透明導電膜に
パターンを形成することが可能である。
　これらの中でも、エッチング方法としては、従来、大面積パネル用途として工業製品の
製造工程で用いられている、弱酸によるウェットエッチングが好適である。ウェットエッ
チングを適用する場合、レジストとしては、ポジ型レジストおよびネガ型レジストのいず
れでもよい。
　なお、シュウ酸を含む弱酸のエッチング液（シュウ酸系エッチャント）を用いた場合、
エッチング後も下地（例えば、透明基板など）にダメージを与えることが抑制されるため
好適である。
【００５８】
　次に、弱酸によるウェットエッチングについて説明する。
　まず、透明基板上に形成されたホウ素を含む酸化インジウムの透明導電膜が形成された
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透明導電膜付き透明基板を準備する。そして、この透明導電膜上に、スピンコートまたは
スプレーコートなど公知の塗布法によりフォトレジスト膜を形成する。フォトレジスト膜
用塗布液を塗布後に焼成し、溶媒を揮発させる。その後、予め定められたパターンが反転
されたマスク越しに、紫外線を露光し、レジストを感光させた後、レジストに適した現像
液にてパターン現像する。次に、オーブンなどでベイクして水分を飛ばした後、シュウ酸
を含む弱酸のエッチング液に浸して不要な部分を溶解させる。その後、専用のレジスト剥
離液にてレジストを除去し、不要な水分を飛ばすことで、パターン状に形成された透明導
電膜が得られる。
【００５９】
　フォトレジスト膜用塗布液は、公知の塗布液を用いればよい。また、紫外線を露光する
装置、紫外線の照射量は、公知の装置および公知の照射条件を採用すればよい。
　また、パターンの形状は特に限定されない。ダイヤモンド（菱）型、三角型、四角型等
、目的とするパターン形状に応じて決定すればよい。
【００６０】
　上記工程により、透明基板上に、パターン状に形成された、ホウ素を含む酸化インジウ
ムからなる酸化物材料の透明導電膜が形成された透明導電膜付き透明基板が得られる。
【００６１】
　上記工程で得られたパターン化透明導電膜が形成された透明導電膜付き透明基板は、必
要に応じて、熱処理を行ってもよい。熱処理を行うときの熱処理の条件は、目的とする特
性（例えば、結晶化の程度など）に応じて行えばよい。
【００６２】
　このようなパターン形成法により、透明導電膜に、複雑な２次元パターンを形成するこ
とが可能である。また、シュウ酸を含む水溶液等の弱酸で容易にエッチングできるため、
透明導電膜以外の他材料で構成される構造物、デバイスとの選択比を高くできる。特に、
タッチパネルセンサーの製造への適用は有用である。
【００６３】
　また、上記工程によれば、導電性および透明性に優れる透明導電膜を、例えば積層構造
による透明性の向上（例えば、特開２０１０－０８６６８４号公報を参照）や金属細線付
加による導電率の向上（例えば、特開２０１５－００５４９５号公報を参照）など、特別
な構造を採用しなくてもよく、追加材料を用いなくてもよい。このため、従来ＩＴＯ成膜
工程をそのまま活用することが可能であり、ターゲットを置き換えるのみで、基板上に高
性能の透明導電膜（またはパターン化透明導電膜）が実現され得る。
【００６４】
　なお、透明導電膜付き透明基板とその製造方法の説明において、透明導電膜として、ホ
ウ素を含む酸化インジウムからなる酸化物材料を用いた場合を例に挙げて説明したが、こ
れに限定されるものではない。本開示の透明導電膜付き透明基板は、酸化物材料が、ホウ
素、マグネシウム、およびアルミニウムからなる群から選ばれる少なくとも１種の元素を
含む酸化インジウムである場合にも、上記で説明した工程と同様の工程で製造することで
得られる。
【００６５】
＜タッチパネル＞
　本開示のタッチパネルは、本開示の透明導電膜付き透明基板を備える。本開示の透明導
電膜付き基板は、種々の方式のタッチパネルのタッチセンサーに適用可能である。例えば
、タッチパネルとしては、投影型静電容量式のタッチパネル、表面型静電容量方式タッチ
パネル、抵抗膜式タッチパネルなどが挙げられる。
【００６６】
　本開示の透明導電膜付き基板が適用されるタッチパネルの一例について、図を参照して
説明する。図１は、本開示の透明導電膜を用いたタッチパネルの断面構造の一例を示す図
である。
【００６７】
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　図１に示すタッチパネルは、透明基板上に第１電極、スペーサー絶縁膜、第２電極、パ
ッシベーション膜（保護膜）の順に積層された構造を備えている。
　なお、図１に示すタッチパネルにおいて、１００はタッチパネル、１１は透明基板、１
３はスペーサー膜、１５はパッシベーション膜（保護膜）、２１は第１電極、２３は第２
電極を表す。以下の説明において、符号は省略する。
　透明基板は、透明基板上に堆積される透明導電膜、絶縁体などを支持するためのもので
あり、前述の透明基板と同様の材料が用いられる。
　また、例えば、第１電極はＹ方向電極および第２電極はＸ方向電極としてもよい。もち
ろん第１電極がＸ方向電極および第２電極がＹ方向電極でもタッチパネルとしての機能を
有する。
　スペーサー絶縁膜としては、絶縁性の無機系透明材料が挙げられる。例えば、具体的に
は、ＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３、ＨｆＯ２、Ｙ２Ｏ３、ＺｒＯ２などの酸化物；Ｓｉ３Ｎ４、
ＡｌＮなどの窒化物；ＳｉＯＮなどの酸窒化物が挙げられる。
　第１電極と第２電極とが電気的に絶縁できれば、スペーサー絶縁膜は、絶縁性の無機系
透明材料に限定されず、絶縁性の有機系高分子材料でもよい。例えば、具体的には、アク
リル系樹脂、エポキシ樹脂、シリコーン樹脂、フッ素系樹脂が挙げられる。これらの他、
ポリビニルアルコール、ポリスチレン、ポリイミド、ポリビニルフェノール、ポリプロピ
レン、ポリエチレングリコールなどが挙げられる。
　また、これらの絶縁性の無機系透明材料および絶縁性の有機系高分子材料は、第２電極
を大気から隔離するためのパッシベーション膜としても用いることができる。
【００６８】
　図１に示すタッチパネルは、一例として、本開示のパターン状に形成された透明導電膜
を有する透明導電膜付き透明基板上に、絶縁性のスペーサーを設ける工程と、スペーサー
上に第２電極を設ける工程と、第２電極上にパッシベーション膜（保護膜）を設ける工程
とを有していてもよい。
　または、図１に示すタッチパネルは、一例として、本開示のパターン状に形成された透
明導電膜を有する透明導電膜付き透明基板上に、絶縁性のスペーサーを設ける第１の工程
と、パッシベーション膜（保護膜）上に第２電極を設ける２の工程と、スペーサー面と第
２電極面とを対向するように積層する第３の工程とを有していてもよい。
　なお、絶縁性のスペーサーは、特に限定されず、例えば、無機系透明材料又は有機系高
分子材料からなる材料で形成されてもよい。
【００６９】
　本開示の透明導電膜付き基板が適用されるタッチパネルは、上記で説明した図１に示す
タッチパネルに限定されるものではない。図１に示すタッチパネルは、本開示の透明導電
膜付き基板が適用された一例にすぎず、種々の態様のタッチパネルに適用可能である。
　また、タッチパネルの大きさは特に限定されず、公知の大きさのタッチパネルに適用可
能である。
【００７０】
　本開示の透明導電膜は、母材として安定性の高い酸化インジウムを用いているため、不
安定性の高い亜鉛を含まないため信頼性に優れる。また、酸化スズよりもバンドギャップ
が高く、酸素原子との結合距離が短いドーパント材料を添加するため、可視光での光線透
過が低く、抵抗率が低い。このため、本開示の透明導電膜は、透明性および導電性の両面
で有用な酸化物材料である。
【００７１】
　また、本開示の透明導電膜は、高光線透過率および低抵抗率であるため、ディスプレイ
パネルの視認性を損なわない付加価値の高いタッチパネルが実現できる。可視光での光線
透過率が高いということは、ディスプレイパネルに用いた場合、バックライトの消費電力
抑制にも寄与し得るため、機器全体の低消費電力化と長寿命化に貢献できる。このため、
タッチパネルのみならず、タッチパネルを搭載するスマートフォン、タブレット端末、車
載向けカーナビなどに使用される液晶表示装置、有機エレクトロルミネッセンスのディス
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プレイパネルの適用にも有用である。
【００７２】
　さらに、有機ＥＬ素子のアノードやＬＥＤまたはフォトダイオードなどの受発光素子の
電極として用いれば、従来の透明電極材料よりも光の取り入れおよび取り出し効率に優れ
る。そのため、素子の低消費電力化、高効率化および長寿命化に多大な効果をもたらす。
　また、太陽電池の電極として用いれば、透明電極部分による光吸収を抑制できるため、
発電効率の向上に寄与できる。そのため、太陽電池等の各種受発光素子の電極などにも有
用である。
　加えて、本開示の透明導電膜は、高光線透過率および低抵抗率であるため、ガラスのよ
うな透明な場所でのＩＣカードを用いた情報伝達および情報交換に応用展開できる可能性
もある。
【実施例】
【００７３】
　以下に実施例について説明するが、本開示の透明導電膜は、これらの実施例に何ら限定
されるものではない。なお、以下の説明において、特に断りのない限り、「部」及び「％
」はすべて質量基準である。
　また、当業者であれば、特許請求の範囲に記載された思想の範疇内において、各種の変
更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、それらについても当然に本開示の技
術的範囲に属するものと了解される。
【００７４】
＜実施例１＞
　まず、酸化インジウム（Ｉｎ２Ｏ３）を９５質量％およびホウ素酸化物（Ｂ２Ｏ３）５
質量％となるように混合して得られた、ホウ素ドープ酸化インジウムの酸化物材料をター
ゲットとして準備した。
　次に、石英ガラスを基板とし、この石英ガラス基板と準備したホウ素ドープ酸化インジ
ウムのターゲットを、スパッタリング装置のチャンバー内に配置した。その後、アルゴン
ガス９５体積％と酸素ガス５体積％の混合ガス（気圧０．５Ｐａ）の真空雰囲気下（５×
１０－４Ｐａ）、室温（２５℃）で、５０Ｗの電力を印加し、スパッタリング法により、
厚み５０ｎｍのホウ素ドープ酸化インジウムからなる酸化物材料の透明導電膜を石英ガラ
ス基板上に形成した。
【００７５】
＜実施例２、３、比較例１、２＞
　ターゲットとして、酸化インジウム（Ｉｎ２Ｏ３）を９５質量％およびホウ素酸化物（
Ｂ２Ｏ３）５質量％となるように混合して得られたホウ素ドープ酸化インジウムの酸化物
材料に変えて、表２に示す元素の酸化物に変更した以外は、実施例１と同様にして、透明
導電膜付き基板を得た。
【００７６】
＜評価＞
（光線透過率）
　各例で得られた透明導電膜付き基板の可視光での光線透過率を測定した。測定方法は、
以下のとおりである。分光光度計（島津製作所社製、ＵＶｍｉｎｉ－１２４０）を用いて
、測定波長３００～８００ｎｍで測定した。測定結果を図２に示す。透過率は石英ガラス
基板上に成膜された透明導電膜の透過率であり、石英ガラス基板での光吸収も含むデータ
として図示してある。また、５５０ｎｍにおける光線透過率の結果を表２に示す。
【００７７】
（抵抗率）
　各例で得られた透明導電膜付き基板を、水素ガス３体積％を含むアルゴンガス中で、５
５０℃、３０分間の条件で熱処理（アニール処理）を施した。そして、熱処理前の透明導
電膜付き基板の透明導電膜と、熱処理後の透明導電膜について、抵抗率測定器（エヌピイ
エス株式会社製、Ｍｏｄｅｌ　ｓｉｇｍａ－５＋）を用いて四探針法により抵抗率を測定
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した。得られた抵抗率から、熱処理前の抵抗率に対する熱処理後の抵抗率の抵抗比（熱処
理後抵抗率／熱処理前抵抗率）について求めた。結果を表２に示す。なお、表２中、アニ
ール後抵抗／アニール前抵抗と表記している。
【００７８】
【表２】

【００７９】
＜アモルファス質の確認＞
　各例で得られた透明導電膜付き基板を、大気中で、２５０℃、１０分間の条件で熱処理
（アニール処理）を施した。熱処理を施した透明導電膜付き基板上の透明導電膜を、Ｘ線
回折分析装置（リガク社製、ＲＩＮＴ２２００ＶＫ／ＰＣ）を用いて、Ｘ線回折のθ－２
θ法で透明導電膜を測定した。回折角の範囲１０°以上８０°以下の範囲におけるＸ線回
折スペクトルを観察し、アモルファス質であることを確認した。結果を図３に示す。
【００８０】
＜パターン化透明導電膜付き基板の作製＞
　図３に示す結果から、本開示の透明導電膜がアモルファス質であることがわかる。この
ことから、シュウ酸系エッチャントによるエッチング適性が良好であると考えられる。
　そこで、石英ガラス基板をシリコン基板に変更して、実施例１と同様の手順にしたがっ
て、シリコン基板上に、ホウ素ドープ酸化インジウムの透明導電膜を形成して、ホウ素ド
ープ酸化インジウムの透明導電膜付き基板を作製した。また、石英ガラス基板をシリコン
基板に変更して、比較例１と同様の手順にしたがって、シリコン基板上に、シリコンドー
プ酸化インジウムの透明導電膜を形成して、シリコンドープ酸化インジウムの透明導電膜
付き基板を作製した。そして、下記の操作手順にしたがって、それぞれの透明導電膜付き
基板の透明導電膜にパターンを形成し、シュウ酸系エッチャントによるエッチング適性を
確認した。
【００８１】
　透明導電膜のエッチングは、市販の汎用ＩＴＯエッチャント（関東化学社製、ＩＴＯ－
０７Ｎ）を用いてウェットエッチングにより実施した。シリコン基板上に成膜した透明導
電膜（厚さ：５０ｎｍ）に、ポジ型フォトレジスト（東京応化工業社製、ＯＦＰＲ－８０
０ＬＢ　１００ｃｐ）をスピンコート法により、毎分３０００回転のスピードで３０秒間
動作させて塗布した。その後、ホットプレート上で１２０℃、５分間ベイクし、不要な溶
媒を蒸発させた。このときのフォトレジストの膜厚は、３μｍであった。次に、両面マス
クアライナー（ユニオン光学、ＰＥＭ－８００）を用いて、透明導電膜を形成した基板の
一部分をマスクして７秒間露光した。続いて、ポジ型フォトレジスト用現像液（東京応化
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を溶解させ、フォトレジストパターンを形成した。現像後の前記基板を、純水で洗浄した
後、ホットプレート上で１１０℃２分間ベイクし、不要な水分を除去した。このように形
成したフォトレジストパターンを有する透明導電膜つき基板を、３０℃に温めた上記ＩＴ
Ｏエッチャント中に浸漬させた。その後、レジスト剥離液（東京応化工業社製、剥離液１
０５）を用いてフォトレジストを除去し、純水にて洗浄した後で水分をエアブローで飛ば
し、透明導電膜のパターンを得た。
【００８２】
　得られたパターン形成後透明導電膜付き基板の断面を、表面段差計（ブルカー社、Ｄｅ
ｋｔａｋ－ＸＴ）を用いて測定した。結果を図４および図５に示す。なお、図４および図
５において、Ｂドープインジウムはホウ素ドープ酸化インジウムを、Ｓｉドープインジウ
ムはシリコンドープ酸化インジウムを、それぞれ示す。
【００８３】
　実施例の結果から、本開示の透明導電膜は、抵抗率が低く、可視光での光線透過率が高
いことがわかる。特に、ホウ素ドープ酸化インジウムは、従来のシリコンドープ酸化イン
ジウムよりも、可視光領域の光線透過率が低いものの、抵抗比が優れており、バランスの
取れた材料であることが分かる。
　一方、マグネシウムドープ酸化インジウムは、４００ｎｍ付近の光線透過率が低めであ
るが、５５０ｎｍ以上の領域ではホウ素ドープ酸化インジウムと同等の光線透過率を示し
ている。したがって、マグネシウムドープ酸化インジウムは、紫外領域から青色領域の光
線の吸収率が求められる用途（例えばブルーライトのカットが要求される用途など）に有
用である。また、マグネシウムドープ酸化インジウムは、従来のチタンドープ酸化インジ
ウムよりも抵抗比が小さいことから、チタンドープ酸化インジウムの代替用途として有用
であることが分かる。
　他方、アルミニウムドープ酸化インジウムは、従来のチタンドープ酸化インジウムより
も可視光領域の光線透過率が優れている。また、従来のチタンドープ酸化インジウムより
も抵抗比が小さい。このことから、アルミニウムドープ酸化インジウムは、チタンドープ
酸化インジウムの代替用途として有用であることが分かる。
【００８４】
　また、本開示の透明導電膜は、従来のシリコンドープ酸化インジウムと同様に、シュウ
酸系エッチャントによるエッチング適性が良好であることから、従来のエッチング工程に
適用可能である。したがって、本開示の透明導電膜は、従来の透明導電膜が適用されてい
る用途への適用が容易であり、有用な材料である。
【符号の説明】
【００８５】
１００　タッチパネル、１１　透明基板、１３　スペーサー膜、１５　パッシベーション
膜（保護膜）、２１　第１電極、２３　第２電極
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